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監 査 公 表 第 ６ 号  
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 財 務 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。  
令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

１   監 査 等 の 基 準  
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  
２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  
３   監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容  

⑴   定 期 監 査  
ア   総 務 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

南 会 津 地 方 振 興       
 令和６年度  令 和 ７ 年 11月 ５ 日  満 山 喜 一 阿 部 寿 子 実 地 監 査

局            
      

相 双 地 方 振 興 局  令和６年度 令 和 ７ 年 11月 ６ 日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 実 地 監 査

      
会 津 地 方 振 興 局 令和６年度 令 和 ７ 年 11月 18日 佐 藤 政 隆 阿 部 寿 子 実 地 監 査

い わ き 地 方 振 興       
 令和６年度 令 和 ７ 年 12月 25日 大 場 秀 樹 阿 部 寿 子 実 地 監 査

局            
      

県 中 地 方 振 興 局 令和６年度 令 和 ８ 年 １月 13日 佐 藤 政 隆 渡 辺   仁 実 地 監 査

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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イ   商 工 労 働 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

テ クノ ア カデ ミー  令和６年度      
  令 和 ７ 年 11月 26日 佐 藤 政 隆 阿 部 寿 子 実 地 監 査

浜             令和７年度

ウ   農 林 水 産 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

      
県 北 農 林 事 務 所  令和６年度  令 和 ７ 年 10月 23日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 実 地 監 査

      
相 双 農 林 事 務 所 令和６年度 令 和 ７ 年 11月 ６ 日  三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 実 地 監 査

      
会 津 農 林 事 務 所 令和６年度 令 和 ７ 年 12月 １ 日 大 場 秀 樹 渡 辺   仁 実 地 監 査  

中 央 家 畜 保 健 衛  令和６年度      
  令 和８ 年 １月 ８ 日 大 場 秀 樹 阿 部 寿 子 実 地 監 査  

生 所           令和７年度
      

農業総合センター 令和６年度 令 和 ８ 年 １ 月 13日 佐 藤 政 隆 渡 辺   仁 実 地 監 査  

エ   土 木 部  
 
 対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 
 会 津 若 松 建 設 事       
  令和６年度  令 和 ７ 年 11月 18日  佐 藤 政 隆  阿 部 寿 子  実 地 監 査  
 務 所          

相 馬 港 湾 建 設 事       
 令和６年度  令 和 ７ 年 11月 26日  佐 藤 政 隆  阿 部 寿 子  実 地 監 査  

務 所          
 令和６年度      

富 岡 土 木 事 務 所   令 和 ７ 年 11月 27日  大 場 秀 樹  渡 辺   仁  実 地 監 査  
令和７年度

      
相 双 建 設 事 務 所  令和６年度  令 和 ７ 年 12月 ２ 日  大 場 秀 樹  渡 辺   仁  実 地 監 査  

小 名 浜 港 湾 建 設       
 令和６年度  令 和 ７ 年 12月 ３ 日  佐 藤 政 隆  阿 部 寿 子  実 地 監 査  

事 務 所        
南 会 津 建 設 事 務       

 令和６年度  令 和 ７ 年 12月 ５ 日  佐 藤 政 隆  渡 辺   仁  実 地 監 査  
所            
い わ き 建 設 事 務       

 令和６年度  令 和 ７ 年 12月 25日  大 場 秀 樹  阿 部 寿 子  実 地 監 査  
所            

      
県 中 建 設 事 務 所  令和６年度  令 和８ 年 １月 ８ 日  大 場 秀 樹  阿 部 寿 子  実 地 監 査  

オ   教 育 委 員 会  
 
 対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 
  令和６年度      
 教 育 セ ン タ ー     令 和 ７ 年 12月 24日  佐 藤 政 隆  渡 辺   仁  実 地 監 査  
 令和７年度

⑵   技 術 監 査  
ア   企 画 調 整 部  

対象機関及び工事名 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

企 画 調 整 部           
      

文 化 セ ン タ ー 大       
      

ホ ー ル 客 席 天 井  令和７年度  令 和 ７ 年 12月 24日  佐 藤 政 隆  渡 辺   仁  書 面 監 査  
 

復 旧 ・ 改 修 工 事  
 

（ 建 築 ）      

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  イ   土 木 部  
 
 対象機関及び工事名 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

土 木 部               
      

道 路 橋 り ょ う 整       
 令和７年度  令 和 ７ 年 12月 ２ 日  大 場 秀 樹  渡 辺   仁  実 地 監 査  

備 （ 再 復 ） 工 事  
 

（ ト ン ネ ル ）  
小 名 浜 港 湾 建 設       

      
事 務 所               

 令和７年度 令 和 ７ 年 12月 ３ 日 佐 藤 政 隆  阿 部 寿 子  実 地 監 査
漁 港 （ 補 助 ） 工  

 
事 （ 防 波 堤 ）  

４   監 査 等 の 着 眼 点  
⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  
⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  
⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  
⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  
⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  
５   監 査 等 の 結 果  

⑴   定 期 監 査  
ア   総 務 部  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の ４ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

相 双 地 方 振 興 局      ・ 公 用 車 １ 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ
  い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ
  た た め 、 令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し
  て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。            

会 津 地 方 振 興 局      ・ 公 用 車 １ 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ
  い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ
  た た め 、 令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し
  て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。            

い わ き 地 方 振 興 局    ・ 公 用 車 １ 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ
  い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ
  た た め 、 令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し
  て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。            

県 中 地 方 振 興 局      ・ 公 用 車 ２ 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ
  い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ
  た た め 、 令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し
  て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。            

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令
に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組
織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

イ   商 工 労 働 部  
監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

テ ク ノ ア カ デ ミ ー 浜  ・ 管 理 換 え を 受 け た 公 用 車 ５ 台 の カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス
  テ ム に つ い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て
  い な か っ た た め 、 令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約
  を 締 結 し て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。    
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ウ   農 林 水 産 部  
監 査 し た 結 果 、 次 の ３ 件 の 指 摘 事 項 、 ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求

め た 。  
(ｱ)   指 摘 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 北 農 林 事 務 所      ・ 契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。    
（ 事 実 ）                                              
    平 成 23 年 １ 月 11 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 23 日 ま で に 公 用 車
  16 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ い て 、
  テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ た た め 、  
  令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し て お ら ず 、  
  受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。                        
    年       度    金      額                            
    平 成 22 年 度      4 , 0 3 5 円                            
    平 成 23 年 度     2 0 , 1 7 5 円                            
    平 成 24 年 度     5 4 , 8 1 0 円                            
    平 成 25 年 度     6 1 , 2 0 0 円                            
    平 成 26 年 度     6 2 , 8 8 0 円                            
    平 成 27 年 度     6 2 , 8 8 0 円                            
    平 成 28 年 度     6 4 , 1 9 0 円                            
    平 成 29 年 度     8 1 , 2 2 0 円                            
    平 成 30 年 度    1 2 1 , 8 3 0 円                            
    令 和 元 年 度    2 2 0 , 0 8 0 円                            
    令 和 ２ 年 度     4 6 , 5 3 0 円                            
    令 和 ３ 年 度     7 6 , 5 0 0 円                            
    令 和 ４ 年 度     9 1 , 8 0 0 円                            
    令 和 ５ 年 度    1 1 4 , 0 0 0 円                            
    令 和 ６ 年 度     5 2 , 8 0 0 円                            
        計      1 , 1 3 4 , 9 3 0 円                            
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
  う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。          

相 双 農 林 事 務 所      ・ 契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。    
 （ 事 実 ）                                              
     平 成 30 年 ３ 月 19 日 か ら 令 和 ５ 年 ２ 月 17 日 ま で に 公 用 車
   1 2 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 及 び 平 成 2 3
   年 ９ 月 12 日 に 購 入 し た 携 帯 電 話 ７ 台 に つ い て 、 テ レ ビ 放
   送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ た た め 、 令 和 ６
   年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し て お ら ず 、 受 信
   料 が 未 払 い と な っ て い る 。                            
     年       度    金      額                            
     平 成 23 年 度      9 , 4 1 5 円                            
     平 成 24 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
     平 成 25 年 度     1 5 , 3 0 0 円                            
     平 成 26 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
     平 成 27 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
     平 成 28 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
     平 成 29 年 度     2 0 , 9 6 0 円                            
     平 成 30 年 度     8 1 , 2 2 0 円                            
     令 和 元 年 度     9 4 , 3 2 0 円                            
     令 和 ２ 年 度     9 4 , 3 3 5 円                            

    令 和 ３ 年 度    1 0 7 , 1 0 0 円                            
    令 和 ４ 年 度    1 1 8 , 5 7 5 円                            
    令 和 ５ 年 度    1 8 5 , 2 5 0 円                            
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    令 和 ６ 年 度    1 7 1 , 6 0 0 円                            
        計        9 6 0 , 9 5 5 円                            
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行  
  う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。          

農 業 総 合 セ ン タ ー    ・ 契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。    
 （ 事 実 ）                                              
     平 成 23 年 ２ 月 ４ 日 か ら 令 和 ６ 年 10 月 31 日 ま で に 公 用 車
   14 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ い て 、
   テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ た た め 、
   令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し て お ら ず 、
   受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。                        
     年       度    金      額                            
     平 成 22 年 度      2 , 6 9 0 円                            
     平 成 23 年 度     1 6 , 1 4 0 円                            
     平 成 24 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
     平 成 25 年 度     1 5 , 3 0 0 円                            
     平 成 26 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
     平 成 27 年 度     1 8 , 3 4 0 円                            
     平 成 28 年 度     3 2 , 7 5 0 円                            
     平 成 29 年 度     4 7 , 1 6 0 円                            
     平 成 30 年 度     5 7 , 6 4 0 円                            
     令 和 元 年 度     7 2 , 0 5 0 円                            
     令 和 ２ 年 度     8 3 , 9 2 5 円                            

    令 和 ３ 年 度    1 5 4 , 2 7 5 円                            
    令 和 ４ 年 度    1 6 8 , 3 0 0 円                            
    令 和 ５ 年 度    1 7 7 , 6 0 0 円                            
    令 和 ６ 年 度    1 6 5 , 0 0 0 円                            
        計      1 , 0 4 2 , 6 1 0 円                            
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
  う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。          

(ｲ)   指 導 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

相 双 農 林 事 務 所      ・ 水 路 ト ン ネ ル 補 修 実 施 設 計 業 務 の 設 計 額 に つ い て 、 測 量  
  業 務 に か か る 精 度 管 理 費 が 二 重 計 上 さ れ て い る こ と が 、
  落 札 者 の 決 定 後 に 判 明 し た た め 、 決 定 を 取 り 消 し て い る 。

会 津 農 林 事 務 所      ・ 公 用 車 ３ 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ  
  い て 、 テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ
  た た め 、 令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し
  て お ら ず 、 受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。            

(ｳ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令
に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組
織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

エ   土 木 部  
監 査 し た 結 果 、 次 の ６ 件 の 指 摘 事 項 、 ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求

め た 。  
(ｱ)   指 摘 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

会 津 若 松 建 設 事 務 所  ・ 委 託 料 の 支 出 事 務 及 び 支 払 時 期 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い
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  る も の が あ る 。                                      
（ 事 実 ）                                              
    道 路 除 雪 （ 凍 結 抑 制 ） 業 務 の 委 託 料 に つ い て 、 令 和 ６
  年 ２ 月 分 及 び ３ 月 分 の 請 求 書 の 単 価 が 誤 っ て い る こ と に
  気 付 か ず に 支 払 っ た た め 、 令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日 に 不 足 額 を
  過 年 度 支 出 し て い る 。                                
    正 当 支 払 額    2 , 0 7 9 , 4 2 4 円                          
    誤 支 払 額      1 , 2 1 2 , 9 5 9 円                          
    不 足 額          8 6 6 , 4 6 5 円                          
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    委 託 料 の 支 出 事 務 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適
  正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。    

富 岡 土 木 事 務 所      ・ 内 部 統 制 が 機 能 し て お ら ず 、 契 約 事 務 手 続 に 著 し く 適 正
  を 欠 い て い る も の が あ る 。                            
（ 事 実 ）                                              
    令 和 ７ 年 度 の 道 路 維 持 補 修 業 務 委 託 等 15 件 に つ い て 、
  組 織 内 の チ ェ ッ ク 体 制 が 整 っ て い な か っ た た め 、 当 該 業
  務 の 前 年 度 の 設 計 書 デ ー タ を 用 い て 予 定 価 格 調 書 を 作 成
  し 見 積 合 わ せ を 行 っ て い た こ と が 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し
  た 後 に 判 明 し 、 そ の 決 定 を 取 り 消 し て い る 。            
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    契 約 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に
  行 う と と も に 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す る こ と 。

相 双 建 設 事 務 所      ・ 設 計 額 に 誤 り が あ り 、 正 当 な 契 約 の 相 手 方 以 外 の 者 と 契
  約 し て い る も の が あ る 。                              
（ 事 実 ）                                              
    橋 梁 上 部 工 事 の 設 計 に つ い て 、 資 材 単 価 を 誤 っ て 設 計
  書 を 作 成 し 入 札 事 務 を 行 い 、 正 し く 積 算 し た 場 合 に 落 札
  者 が 入 れ 替 わ る こ と が 着 工 後 に 判 明 し た こ と か ら 、 令 和
  ７ 年 ８ 月 26 日 付 け で 、 同 工 事 に 係 る 契 約 の う ち 架 設 工 事
  を 取 り や め 、 橋 梁 上 部 の 製 作 の み に 変 更 し て い る 。      
    工 事 名       河 川 海 岸 改 良 （ 改 良 ） 工 事 （ 橋 梁 上 部 ）  
    工 事 内 容     橋 梁 上 部 工                            
    契 約 年 月 日   令 和 ７ 年 １ 月 14 日                      
    正 設 計 額      2 0 4 , 6 9 0 , 2 0 0 円                        
    誤 設 計 額      2 1 0 , 9 9 5 , 4 0 0 円                        
    過 大 設 計 額      6 , 3 0 5 , 2 0 0 円                        
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    設 計 額 の 積 算 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に
  行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。        

い わ き 建 設 事 務 所    ・ 設 計 書 に 記 載 誤 り が あ り 、 契 約 を 解 除 し て い る も の が あ
  る 。                                                
（ 事 実 ）                                              
    都 市 公 園 管 理 委 託 業 務 の 閲 覧 設 計 書 に つ い て 、 点 検 に
  係 る 見 積 単 価 の 記 載 を 誤 り 、 正 し く 積 算 し た 場 合 に 契 約
  の 相 手 方 が 入 れ 替 わ る こ と が 契 約 後 に 判 明 し た こ と か ら 、
  同 契 約 を 解 除 し て い る 。                              
    工 事 名     都 市 公 園 管 理 業 務 委 託 （ 公 園 管 理 ）        
    工 事 内 容   公 園 管 理 業 務                            
    正 見 積 単 価    1 9 3 , 3 0 0 円                            
    誤 見 積 単 価    1 9 3 , 0 0 0 円                            
    契 約 年 月 日   令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日                      
    解 除 年 月 日   令 和 ７ 年 ５ 月 19 日                      
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    設 計 書 の 作 成 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に
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  行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。        

・ 設 計 図 書 に 記 載 誤 り が あ り 、 契 約 を 解 除 し て い る も の が
  あ る 。                                              
（ 事 実 ）                                              
    舗 装 工 事 の 設 計 図 書 の う ち 図 面 及 び 特 記 仕 様 書 の 項 目
  名 を 誤 り 、 正 し い 設 計 図 書 で 公 告 し た 場 合 に 落 札 者 が 入
  れ 替 わ る こ と が 契 約 後 に 判 明 し た こ と か ら 、 同 契 約 を 解
  除 し て い る 。                                        
    工 事 名       地 域 づ く り 交 流 促 進 （ 元 気 ） 工 事 （ 舗 装 ）  
    工 事 内 容     舗 装 工                                
    正 項 目 名     道 路 鋲 新 設                            
    誤 項 目 名     道 路 鋲 撤 去 再 設 置                      
    契 約 年 月 日   令 和 ７ 年 ７ 月 ４ 日                      
    解 除 年 月 日   令 和 ７ 年 10 月 30 日                      
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    設 計 図 書 の 作 成 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正
  に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。      

県 中 建 設 事 務 所      ・ 契 約 及 び 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。    
（ 事 実 ）                                              
    平 成 25 年 10 月 11 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 29 日 ま で に 公 用 車
  12 台 に 設 置 し た カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム に つ い て 、
  テ レ ビ 放 送 を 受 信 で き る こ と を 認 識 し て い な か っ た た め 、
  令 和 ６ 年 度 時 点 で 、 法 人 甲 と 受 信 契 約 を 締 結 し て お ら ず 、
  受 信 料 が 未 払 い と な っ て い る 。                        
    年       度    金      額                            
    平 成 25 年 度      7 , 6 5 0 円                            
    平 成 26 年 度     1 5 , 7 2 0 円                            
    平 成 27 年 度     1 8 , 3 4 0 円                            
    平 成 28 年 度     3 5 , 3 7 0 円                            
    平 成 29 年 度     8 6 , 4 6 0 円                            
    平 成 30 年 度    1 1 0 , 0 4 0 円                            
    令 和 元 年 度    1 3 6 , 2 4 0 円                            
    令 和 ２ 年 度    1 3 9 , 5 9 0 円                            
    令 和 ３ 年 度    1 3 7 , 7 0 0 円                            
    令 和 ４ 年 度    1 3 7 , 7 0 0 円                            
    令 和 ５ 年 度    1 3 0 , 4 5 0 円                            
    令 和 ６ 年 度    1 5 7 , 3 0 0 円                            
        計      1 , 1 1 2 , 5 6 0 円                            
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    契 約 及 び 支 払 に つ い て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
  う と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。          

(ｲ)   指 導 事 項  
 

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

相 馬 港 湾 建 設 事 務 所  ・ 埠 頭 敷 地 の 使 用 許 可 に 伴 い 使 用 者 甲 か ら 徴 収 す る 電 気 料
  に つ い て 、 埠 頭 敷 地 全 体 の 電 気 使 用 量 に 対 す る 使 用 者 甲
  の 電 気 使 用 量 の 割 合 で 算 出 す べ き と こ ろ 、 埠 頭 敷 地 全 体
  の 電 気 使 用 量 を 過 少 に 把 握 し て い た た め 、 調 定 額 が 過 大
  と な っ て い る 。                                    

相 双 建 設 事 務 所     ・ 業 務 委 託 ２ 件 に 係 る 設 計 書 に つ い て 、 １ 件 は 補 正 係 数 項
  目 名 、 も う １ 件 は 共 通 仕 様 書 名 が 誤 っ て い る こ と が 、 そ
  れ ぞ れ 落 札 者 の 決 定 後 に 判 明 し た た め 、 決 定 を 取 り 消 し
  て い る 。                                          
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県 中 建 設 事 務 所      ・ 復 興 公 営 住 宅 入 居 者 Ａ の 死 亡 及 び 翌 月 退 去 に 伴 う 家 賃 に  
  つ い て 、 死 亡 月 分 が 口 座 振 替 に よ り 納 付 さ れ て い る こ と
  を 確 認 せ ず 、 敷 金 等 か ら 精 算 し 、 そ の 後 も 口 座 振 替 の 終
  了 を 依 頼 し な か っ た た め に 退 去 月 分 が 納 付 さ れ 、 過 大 収
  入 と な っ て い る 。                                  

(ｳ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令
に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組
織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

オ   教 育 委 員 会  
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て
お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑵   技 術 監 査  
ア   企 画 調 整 部  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 工 事 は 、 工 事 の 執 行 に 関 し 、 計 画 、
設 計 、 積 算 が 妥 当 で 、 工 事 の 施 工 が 正 確 か つ 適 法 に 執 行 さ れ て お り 、 重 要 な 事 項
は 認 め ら れ な い 。  

イ   土 木 部  
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 工 事 は 、 工 事 の 執 行 に 関 し 、 計 画 、

設 計 、 積 算 が 妥 当 で 、 工 事 の 施 工 が 正 確 か つ 適 法 に 執 行 さ れ て お り 、 重 要 な 事 項
は 認 め ら れ な い 。  

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 ７ 号  

令 和 ７ 年 12 月 19 日 監 査 公 表 第 19 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭
和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            福公安（会）第292号  
                                                            令 和 ７ 年 12 月 23 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

  令 和 ７ 年 11月 12日 付 け ７ 福 監 第 412号 で 報 告 が あ り ま し た 定 期 監 査 の 結 果 に つ い て は 、
別 紙 の と お り 措 置 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
監 査 対 象 機 関   警 察 本 部  
監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 10 月 ９ 日  

 
指 摘 ・ 勧 告 事 項 措   置   状   況  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  証 紙 収 入 報 告 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い    今 回 の 原 因 は 、 以 下 の と お り で あ る 。   
る も の が あ る 。                          令 和 ７ 年 ３ 月 24 日 に マ イ ナ ン バ ー カ ー  
「 事 実 」                              ド と 免 許 証 が 一 体 化 さ れ た こ と に よ り 、  
  令 和 ７ 年 ３ 月 分 の 運 転 免 許 手 数 料 に 係  ひ と 月 の 間 に 改 正 前 （ ３ 月 １ 日 ～ ３ 月 2 3  
る 証 紙 収 入 報 告 書 の 作 成 に 当 た り 、 福 島  日 ） 、 改 正 後 （ ３ 月 24 日 ～ ３ 月 31 日 ） の  
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運 転 免 許 セ ン タ ー 、 郡 山 運 転 免 許 セ ン タ ー  ２ つ の 手 数 料 が 混 在 し た 特 殊 な 状 況 で あ っ  
及 び 各 警 察 署 の 報 告 数 値 を 集 計 す る 際 に た た め 、 対 応 が 遅 れ て し ま っ た 。        
区 分 誤 り 及 び 重 複 計 上 を し た た め 、 証 紙 収   ま た 、 「 更 新 （ 経 由 無 ） 手 数 料 」 、 「 免  
入 額 が 免 許 証 交 付 手 数 料 等 で 13,310 ,900円 許 証 交 付 手 数 料 」 の 集 計 に 誤 り が あ っ た  
の 過 大 報 告 、 更 新 手 数 料 で 7 ,70 0 , 0 0 0円 の が 、 ダ ブ ル チ ェ ッ ク を 怠 り 、 担 当 者 一 人  
の 過 小 報 告 と な っ て い る 。              で 行 っ て い た た め 、 確 認 が 十 分 で は な か っ  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                た 。                                   
  証 紙 収 入 報 告 に 当 た っ て は 、 集 計 方 法  （ 処 理 状 況 ）                           
の 改 善 を 図 る と と も に 、 チ ェ ッ ク 体 制 を    令 和 ７ 年 11 月 28 日                     
強 化 す る こ と 。                          令 和 ６ 年 度 分 運 転 免 許 手 数 料 の 報 告 の

修 正 に つ い て 、 令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算
に 計 上 し 、 支 出 処 理 す る 予 定 で あ る 。    
  令 和 ７ 年 12 月 12 日                    
  証 紙 収 入 報 告 書 を 作 成 す る 際 に 使 用 す
る 集 計 表 に つ い て 、 報 告 件 数 の 区 分 誤 り  
や 重 複 計 上 が 発 生 し な い よ う 改 善 し 、 担
当 者 が 変 わ っ た 場 合 で も 同 種 事 案 が 発 生
し な い よ う に 改 め た 。                  
（ 今 後 の 対 応 ）                        
  運 転 免 許 課 に お い て は 、 試 験 係 だ け で
は な く 他 係 の 担 当 者 も 集 計 数 値 を 確 認 し 、  
集 計 誤 り の 発 生 防 止 に 努 め る と と も に 、  
集 計 内 容 に つ い て も 互 い に 読 み 上 げ 照 合  
を 行 い 、 ダ ブ ル チ ェ ッ ク を 徹 底 す る 。    
  ま た 、 集 計 後 各 係 に お い て 集 計 結 果 に  
誤 り が な い か 確 認 す る 。                
  会 計 課 に お い て は 、 運 転 免 許 課 で 作 成  
し た 証 紙 収 入 報 告 書 と そ の 根 拠 と な る 数
値 （ 各 所 属 か ら 運 転 免 許 課 に 報 告 の あ っ
た 件 数 及 び 金 額 ） に 誤 り が な い か 、 複 数
人 で 確 認 す る 。                      

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
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